
１．厚生労働省 食監発第0728003号（平成20年7月28日付け）
「カビ毒（アフラトキシン）を含有する食品の取り扱いについて」

２．加工食品等で多機能カラム法を用いた測定では陽性判定が疑わしい等の評価が困難なも
のについてイムノアフィニティカラム(IAC)法を行う
３．HPLCの測定ではトリフルオロ酢酸による蛍光誘導体化（TFA法）、フォトケミカルリアク
ターによる蛍光誘導体化（PR法）、コブラセル法（KC法）が応用可能
４．イムノアフィニティカラムとしてAflaStarTMRが使用可能

■プロトコル

イムノアフィニティカラム（H20年厚生労働省通知法）

イムノアフィニティカラムではアフラトキシンのみカラムに保持され、他の夾雑物は洗浄によ
り溶出される。

香辛料 50 g

アセトニトリル/水（90/10）100 mL 400 mL

穀類・豆類・種実類 50 g

振とう30分またはﾌﾞﾚﾝﾄﾞ5分

ろ過（ガラスフィルター）

ろ液 5 mLを採る

TFA法など

HPLC測定

AflaStar R

PBSで希釈 全量50 mLとする

洗浄

洗浄

溶出

希釈試料10 mLを負荷

ｱｾﾄﾆﾄﾘﾙ1 mL×3回

全量を5 mLとする

精製水10 mL

PBS10 mL

ｺﾝﾃﾞｨｼｮﾆﾝｸﾞ PBS10 mL

ｼﾗｰﾝ処理ﾊﾞｲｱﾙへ

ろ液 5 mLを採る

2.5 mLを採って乾固

TFA法など

HPLC測定

AflaStar R

2 %Tween20含有PBSで希釈

洗浄

洗浄

溶出

0.01 %Tween20含有
PBS10 mL

ｺﾝﾃﾞｨｼｮﾆﾝｸﾞ

又はLC/MS 又はLC/MS

ろ過または遠心分離

2.5 mLを採って乾固



HPLC蛍光測定

TFA誘導体化

0.1 mL TFA
室温（暗所）放置 15分

１）トリフルオロ酢酸による蛍光誘導体化（TFA法）

アセトニトリル/水（10/90） 0.9 mL
（香辛料の場合は、0.4 mL）

２）フォトケミカルリアクターによる蛍光誘導体化（PR法）

ポストカラムで紫外線照射による生成する蛍光誘導体化物

溶出順はアフラトキシンG2、G1、B2、B1

HPLC蛍光測定 ■カラムと蛍光検出器の間に
紫外線照射システムを組み込
んでおく

試験溶液0.5 mLを乾固

アセトニトリル/水（10/90） 1.0 mL
（香辛料の場合は、0.5 mL）

３）コブラセル法（KC法）
ポストカラムで電気化学的に生ずるブロムにより生成す
るブロム誘導体化物を測定

溶出順はアフラトキシンG2、G1、B2、B1

溶出順はアフラトキシンG1、 B1 、G2、B2

HPLC蛍光測定 ■カラムと蛍光検出器の間にコブラセル
を組み込んでおく

■溶離液に臭化カリウムを加える

試験溶液0.5 mLを乾固

アセトニトリル/水（10/90） 1.0 mL
（香辛料の場合は、0.5 mL）


